
先行技術調査や産業財産権の国内出願・審査
請求に係る経費の２分の１を助成します。

 （公財）福島県産業振興センターでは、県内の中小企業者等のみなさまが保有する技術・ブラ
ンド等の保護を強化し、その知的財産の権利化や知的財産の有効活用による事業展開を支援
することで、本県産業の活性化・自律的発展を図るため、「特許等調査・出願経費助成事業」を実
施しております。 （※1）

福島県内中小企業のみなさまの
知的財産活動を支援いたします！

■ 助成対象者・事業期間・助成上限額

公募期間 令和８年５月１日（金）～令和８年６月３０日（火）17時

助成対象者 事業期間 助成上限額

（※1)
特許等調査・出願
経費助成事業（先
行技術調査、国内
出願助成）

福島県内に本社、
研究開発拠点、生
産拠点等が所在す
る中小企業者等

（みなし大企業は
対象外です）

令和８年４月１日～
令和９年２月２８日

交付決定以前であっても上
記期間内の調査、出願及
び経費支払であれば対象と
認められます。

①調査
(※２)
(※３)

１５万円

②出願
(※２）

２５万円

【お問合せ先】

〒963-0215
郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ内

テクノ・コムhttps://fukushima-techno.com

詳細については、以下のお問い合わせ先ホームページをご覧下さい。

(公財)福島県産業振興センター
技術支援部技術総務課 担当：遠藤

TEL  024-959-1929

E-mail f-tech@f-open.or.jp

※１ 本事業で助成対象となる「特許等」とは、特許、実用新案、意匠、商標の４つの知的財産権のことをいいます。
※２   本事業の申請は、①のみ、もしくは①②の同時申請の2パターンが原則となります。

 ただし、申請前に特許等の出願に向けた先行技術調査を実施済みであり、調査結果報告書等、調査結果の詳細が分かる資料を
 提出する場合には、②の特許等の出願に係る費用のみの申請も可能です。

また、調査については、簡易な自社調査ではなく、弁理士、特許事務所による調査を推奨しており、調査結果報告書も弁理士、特許
  事務所による詳細な調査報告書を想定しています。

※３ 同一の知的財産権について、同一の内容の調査を複数年度にわたって実施する場合、助成対象となるのは最初の調査費用のみ
で、次年度以降の調査費用は助成対象となりません。

※４ 弁理士へ支払う審査請求軽減申請手数料、早期審査に関する事情説明書提出手数料も対象となります。
 なお、出願後の補正に関する費用は助成対象とはなりません。

LINE公式アカウント @157njtwe

審査請求関連費用
も対象となります
（※４）

必着

複数出願の場合

総額１００万円

以下の条件をいずれも満たす必要があります。
①新しいアイデアやデザイン等の１つの発明に対する出願であること
②出願人の住所が福島県内であること

震災復興支援早期審査・早期審理制度をご活用ください（裏面）。
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■ 震災復興支援早期審査・早期審理について（ご案内）

１ 概要
震災復興支援早期審査・早期審理制度は、企業や個人等の知財を活用した震災からの復興を支援す

るための制度です。一定の要件の下、出願人からの申請により、出願から審査・審理までの期間が短縮
されます。
特許出願、意匠登録出願、商標登録出願又はそれらに係る拒絶査定不服審判事件が対象となります。
福島県においては、地震により被災されていなくても当該制度の対象となります。
（参考）特許出願の場合の審査期間は、平均約１０ヶ月から平均約２～３ヶ月に短縮されます。

２ 対象者・条件
以下（１）（２）のどちらか一方を満たす場合、早期審査・早期審理の申請を行うことができます。

 （１）出願人・審判請求人の全部又は一部が、福島県に住所又は居所を有する者であって、福島県での
 復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合

 （２）出願人・審判請求人が法人であり、当該法人の福島県にある事業所等の事業に関連する発明、
 意匠又は商標であって、福島県での復興・イノベーション創出に資する発明、意匠又は商標である場合

３ 期間
令和６年１月２２日～令和１１年３月３１日
（特許庁・福島県・公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構の３者間の「知的財産の保

護及び活用に関する連携協定」の期間内）

◎詳しくは、特許庁のホームページをご覧いただくか、特許庁（調整課・意匠課・商標課・審判課）までお問
い合わせください。ＴＥＬ:０３－３５８１－１１０１

■福島県海外出願支援事業について（ご案内）

１ 概要
当事業は、福島県内の中小企業者等による産業財産権を活用した戦略的な海外展開を促進するため、

基礎となる国内出願（特許・実用新案・意匠・商標）と同内容の外国出願にかかる費用の1/2を補助します。

２ 支援の対象・条件
対象者 福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者等（みなし大企業を除く）
補助対象経費 日本国の出願を基礎とする、外国特許庁への出願に要する費用

①外国特許庁への出願手数料
（特許・実用新案） 各国への直接出願費用、PCT国際出願の各国内移行費用
（商 標） 各国への直接出願費用、マドプロ出願費用
（意 匠） 各国への直接出願費用、ハーグ出願費用

②①に要する国内代理人費用・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用

補助率 １/２以内
上限額 １企業あたり：３００万円

 １案件あたり：特 許 １５０万円
 実用新案・意匠・商標 ６０万円

                           抜け駆け対策商標  ３０万円
公募期間 令和８年５月１日（金）～６月３０日（火）
留意事項 交付決定以前の着手は補助対象外です。（各国への出願手続き、経費支払など）

※オモテ面の国内助成と併用可
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